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学校給食費学校給食費学校給食費学校給食費のののの改定改定改定改定について（について（について（について（お知らせお知らせお知らせお知らせ）））） 

 

学校給食の実施につきまして、日頃より御理解・御協力いただき厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、深谷市の学校給食費につきましては、平成１９年４月に合併以前の 1 市 3 町

でそれぞれ異なっていた給食費を統一してから現在まで据え置いてまいりました。 

しかし、前回の改定後の食材の物価の上昇と消費税増税により、現在の給食費で

は、いままでと同様の給食を維持することが大変厳しい状況にあり、下記のとおり給

食費を改定することとなりました。 

 保護者の皆様方には、一層のご負担をおかけいたしますが、引き続き安全で

おいしい給食の提供に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

記 

 

１ 改定内容（月額） 

 現在の学校給食費 平成平成平成平成 27年年年年 4月から月から月から月から 比較 

小 学 校 ３，８００円 ４，１００円４，１００円４，１００円４，１００円 ３００円増 

中 学 校 ４，５００円 ４，９００円４，９００円４，９００円４，９００円 ４００円増 

※小・中学校ともに年間の支払月数は 8 月を除く１１ヶ月となります。 

 榛沢小学校では、３月分の給食費を８月に集金させていただきます。 

 

２ 改定時期   平成２７平成２７平成２７平成２７年４月から年４月から年４月から年４月から 

 

※学校給食費については、学校給食法の規定により、学校給食の実施に必要な

施設整備費、人件費等は市が負担し、それ以外の食材費等は学校給食費としそれ以外の食材費等は学校給食費としそれ以外の食材費等は学校給食費としそれ以外の食材費等は学校給食費とし

て保護者が負担することて保護者が負担することて保護者が負担することて保護者が負担することが定められています。 


